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障害者の雇用の促進等に関する法律第７９条により、障害者を５人以上雇用している事業

所では、従業員の中から障害者職業生活相談員を選任し、所轄の公共職業安定所に届け出る

ことが義務づけられています。 

 今般、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福井支部では、令和５年度障害者

職業生活相談員資格認定講習を以下のとおり開催することといたしましたので、ご案内いた

します。 

 この講習では、雇用対策・制度やその特性に応じた雇用管理の方法など、障害者雇用に関

する幅広い基礎知識を得ることができ、受講後には修了証書が授与されます。 
                                                                   
 

 会場 開催日 受講定員 申込期限 

１ 
福井県中小企業産業大

学校 （福井市） 

令和５年 

１１月１５日（水）から１６日（木） 
５０名 

令和５年 

１０月２７日（金） 

 

※この講習は、２日間（講習時間合計１２時間）で、ひとつの課程となります。 
 

◆受 講 料 ： 無料 

◆受講対象 ： 障害者を雇用している福井県内の事業所に勤務する方で、当該事業所の障害者

職業生活相談員に選任される、若しくは選任予定の方。 

なお、受講申込が定員に達した場合、以下の（１）～（３）の方を優先し、受講を調整

させていただくことがございます。 

（１）障害者職業生活相談員の資格を有する者がいない選任義務事業所におい

て、相談員として選任が予定される者 

（２）選任義務事業所において、既に相談員として選任されていた者が、人事異

動等により当該業務の遂行が困難となったことに伴い、新たに相談員として

選任が予定される者 

（３）当該年度中に、雇用障害者の増加により選任義務事業所となる見込みであ

る事業所において、相談員として選任が予定される者 

（※過去にこの講習を受講した方の再受講はできませんので、ご注意ください。） 
 

◆申込方法 ： 別紙「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送または FAX にて当機構福井

支部までお申込みください。 

受講が決定した方には「受講通知書」をお送りいたします。 
 
 

                                                                                          

◆申し込み・お問い合わせ先 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福井支部 高齢・障害者業務課  担当：藤野 

〒915-0853 越前市行松町 25-10 ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ福井内 

ＵＲＬ： https://www.jeed.go.jp/location/shibu/fukui/ 

ＴＥＬ（0778）23-1021   FAX（0778）23-1013 

「障害者職業生活相談員資格認定講習」のご案内 

当機構のホームページでも 

ご案内しています。 


